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２
月
２
７
日
、
最
高
裁
判
所

を
人
間
の
鎖
（
６
０
０
名
）
で

包
囲
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｊ

Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
国
民
共
闘

が
主
催
し
、
「
つ
か
む
ぞ
・
逆

転
勝
利
２
・
２
７
最
高
裁
に
向

け
大
行
動
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
２
月
４
日
、

５
日
の
両
日
に
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解

雇
撤
回
の
客
室
乗
務
員
訴
訟
及

び
パ
イ
ロ
ッ
ト
訴
訟
の
上
告
棄

却
・
上
告
不
受
理
の
不
当
判
決

を
決
定
し
ま
し
た
。

集
会
に
は
首
都
圏
を
中
心
に

民
主
団
体
・
労
働
組
合
な
ど
が

参
加
し
、
裁
判
所
へ
抗
議
の
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
行
い
、
１
６

５
名
の
Ｊ
Ａ
Ｌ
原
告
団
は
、
不

当
解
雇
撤
回
ま
で
決
し
て
諦
め

ず
闘
い
ま
す
と
決
意
を
新
た
に

し
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ

Ｌ
不
当

解
雇

撤
回

裁
判

職
場
・
地
域
の
活

動
に
自
信
を
持
ち
、

引
き
続
き
、
組
織

拡
大
に
全
力
を
あ

げ
よ
う
！
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最
高
裁
は
、
２
月
４
日
及
び
５
日

の
両
日
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
の

客
乗
訴
訟
と
乗
員
訴
訟
の
上
告
棄
却
・

上
告
不
受
理
の
不
当
な
決
定
を
し
た
。

客
乗
訴
訟
で
４
カ
月
、
乗
員
訴
訟
で

は

３
カ
月
に
も
満
た
な
い
異
例
の

早
さ
で
の
決
定
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

補
充
書
提
出
を
承
知
し
て
い
る
矢
先

で
の
決
定
で
あ
る
。
会
社
更
生
手
続

き
下
で
の
初
の
解
雇
事
件
で
あ
る
こ

と
や
、
管
財
人
（
弁
護
士
）
の
行
っ

た
不
当
労
働
行
為
事
件
の
行
政
訴
訟

が
東
京
高
裁
で
審
理
さ
れ
て
い
る
最

中
で
の
決
定
で
あ
る
。
ま
た
、
大
阪

地
裁
の
客
室
乗
務
員
の
裁
判
で
「
解

雇
無
効
」
の
判
決
が
出
さ
れ
た
直
後

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
異
常
な
決
定

は
最
高
裁
が
判
断
を
放
棄
し
た
も
の

で
あ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
解
雇
撤
回
闘
争
の

拡
が
り
を
嫌
っ
た
意
図
的
・
政
治
的

判
断
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
強
く
抗
議

す
る
。
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Ｊ
Ａ
Ｌ
の
職
場
で
は
、
こ
の
４
年

間
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
１
７
０
名
が
他
社

に
流
出
し
て
、
現
在
パ
イ
ロ
ッ
ト
不

足
が
深
刻
と
な
っ
て
い
る
。
客
室
乗

務
員
も
毎
年
６
０
０
名
前
後
の
流
出

が
続
き
、
す
で
に
２
０
０
０
名
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
８
１
名
と
客
室
乗
務
員

８
４
名
を
職
場
に
戻
さ
な
い
。
こ
う

し
た
問
題
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機

関
）
は
強
い
関
心
を
持
ち
、
労
使
協

議
で
解
決
す
る
よ
う
二
度
の
勧
告
を

出
し
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
が
自
主
解
決

を
拒
否
し
て
い
る
の
は
、
１
６
５
名

の
解
雇
の
真
の
狙
い
が
人
員
削
減
に

名
を
借
り
た
労
働
組
合
潰
し
で
あ
り
、

も
の
言
う
労
働
者
排
除
に
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
現
場
か
ら
は

“
職
場
が
暗
い
”
“
人
が
い
な
い
”

“
勤
務
が
き
つ
い
”
の
声
が
次
々
と

報
告
さ
れ
て
い
る
。
ベ
テ
ラ
ン
パ
イ

ロ
ッ
ト
や
客
室
乗
務
員
の
解
雇
は
世

界
中
に
例
が
な
い
ば
か
り
か
、
職
場

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
悪
影
響
を
与

え
て
い
る
。
１
６
５
名
の
不
当
解
雇

で
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
安
全
運
航
の
基
盤
が
崩

れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
経
営
者
は
認

識
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
４
年
余
に

亙
る
解
雇
撤
回
の
闘
い
を
通
じ
て
原

告
団
は
多
く
を
学
ん
で
き
た
。
解
雇

撤
回
を
求
め
て
一
人
原
告
で
闘
う
労

働
者
、
過
労
死
で
息
子
を
亡
く
さ
れ

裁
判
で
闘
う
ご
両
親
、
冤
罪
事
件
に

巻
き
込
ま
れ
闘
う
青
年
、
す
べ
て
社

会
の
不
条
理
を
許
さ
な
い
闘
い
で
あ

る
。J

A
L

不
当
解
雇
撤
回
の
闘
い

は
4

年
余
の
運
動
で
全
国
に
拡
が
っ

て
い
る
。
国
際
的
な
連
帯
も
強
化
さ

れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
闘
い
は
、
労

働
組
合
だ
け
で
な
く
、
広
範
な
人
々

の
支
援
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。

裁
判
が
終
結
し
て
も
不
当
解
雇
に
変

わ
り
は
な
い
。
私
た
ち
の
闘
い
は
人

権
と
雇
用
を
守
ら
せ
る
闘
い
で
あ
り
、

空
の
安
全
を
守
る
闘
い
で
も
あ
る
。

決
し
て
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
闘
い

で
あ
る
。
本
日
、
Ｊ
Ａ
Ｌ

不
当
解

雇
撤
回
原
告
団
と
し
て
新
た
な
闘
い

を
開
始
す
る
。
不
当
解
雇
撤
回
ま
で

諦
め
ず
、
団
結
し
て
闘
う
決
意
を
確

認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
以
上

の
ご
支
援
を
呼
び
か
け
、
闘
い
の
決

意
と
す
る
。

２
０
１
５

年
2

月
２
２

日

Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
乗
員
原
告
団

Ｊ
Ａ
Ｌ
不
当
解
雇
撤
回
客
乗
原
告
団

２
月
21
日
、
茨
城
県
Ｊ
Ａ
会
館

４
階
大
会
議
室
に
て
「
え
ん
罪
を

考
え
る
集
い
」
が
開
催
さ
れ
、
え

ん
罪
被
害
者
か
ら
み
た
司
法
改
革

と
題
し
、
県
内
か
ら
「
え
ん
罪
に

つ
い
て
考
え
る
」
き
っ
か
け
に
し

よ
う
と
集
ま
り
ま
し
た
。
第
１
部
・

桜
井
昌
司
「
獄
中
歌
集
」
コ
ン
サ
ー

ト
、
第
２
部
・
え
ん
罪
被
害
者
か

ら
み
た
司
法
改
革
を
、
袴
田
事
件
・

足
利
事
件
・
志
布
志
事
件
・
仙
台

北
陵
ク
リ
ニ
ッ
ク
事
件
関
係
者
が

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
ま
し
た
。


